
 

（単位：百万円）

金 額 金 額

39,409         6,228,083      

906            　 61,265         

38,502         6,013,205      

225,000        153,612        

8,288          1,803          

10             190,315        

3,387,877      123,000        

1,809,765      387            

34,652         11,992         

213,444        11,701         

558,008        5,520          

732,637        5,009          

39,368         28,635         

2,048,621      2,575          

306,209        739            

1,742,412      753            

619,395        64,656         

350,812        2,100          

261,925        1,862          

5,972          6,488,820      

685            

2              211,000        

860            50,000         

114,225        281            

5,813          48,014         

2,846          1,201          

32,675         6,620          

13,299         社員配当平衡積立金 4,300          

4,390          退 職 手 当 基 金 1,601          

5,819          社会厚生事業助成資金 25             

49,381         別 途 準 備 金 693            

175,937        40,192         

1,862          　 （ 当 期 剰 余 ） (5,853) 

△ 24,589    △ 1,188    

△ 34    △ 200,061    

108,046        

6,596,867      6,596,867      

資 本 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負債および資本の部合計

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金 土 地 再 評 価 差 額 金

投 資 損 失 引 当 金 株 式 等 評 価 差 額 金

仮 払 金

そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産 当 期 未 処 分 剰 余 金

未 収 収 益 任 意 積 立 金

預 託 金

金 融 派 生 商 品

未 収 金 剰 余 金

前 払 費 用 損 失 て ん 補 準 備 金

再 保 険 貸 基 金 償 却 積 立 金

そ の 他 資 産 再 評 価 積 立 金

建 設 仮 勘 定 （ 資 本 の 部 ）

代 理 店 貸 基 金

建 物 支 払 承 諾

動 産 負 債 の 部 合 計

不 動 産 お よ び 動 産 退 職 給 付 引 当 金

土 地 価 格 変 動 準 備 金

保 険 約 款 貸 付 繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

一 般 貸 付 仮 受 金

そ の 他 の 証 券 預 り 保 証 金

貸 付 金 金 融 派 生 商 品

株 式 前 受 収 益

外 国 証 券 預 り 金

地 方 債 未 払 金

社 債 未 払 費 用

有 価 証 券 借 入 金

国 債 未 払 法 人 税 等

買 入 金 銭 債 権 再 保 険 借

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

現 金 お よ び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金

平成１４年度（平成15年3月31日現在）貸借対照表

科 目 科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）



注１．   有価証券（現金および預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものお

よび金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）の評

価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、

満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保

険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）にもとづく責任

準備金対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株

式および関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社および保

険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたも

のおよび同法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等が発行する株式

をいう）については原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについて

は３月末日の市場価格等（国内株式は３月中の市場価格等の平均）にもとづ

く時価法（売却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得差

額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平

均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法

による原価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額について

は、全部資本直入法により処理しております。 
  

２．   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 
  

３．   土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）にも

とづき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土地再評価差

額金」として資本の部に計上しております。 
 
再評価を行った年月日              平成１３年３月３１日 
 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第 
１１９号）第２条第１号に定める地価公示法の規定により公示された価

格に奥行補正等の合理的な調整を行って算定または同施行令第２条第

５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算定。 
 

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における

時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 
△３８，４１０百万円 

  
４．   不動産および動産の減価償却は、建物については定額法により、動産につい

ては定率法により行っております。 
  

５．   外貨建資産・負債は、ヘッジ会計を適用しているものを除き、決算日の為替

相場により円換算しております。 
なお、法人税法に規定する為替相場の著しい変動があり、かつ、回復の見込

みがないと判断される外貨建資産については、３月中の平均為替相場により

円換算しております。 



６．   貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しております。 
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以

下「破綻先」という）に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債

務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権については、下記直接減額

後の債権額から担保の回収可能見込額および保証による回収可能見込額を控

除し、その残額を計上しております。 
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大き

いと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の回収可能

見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者

の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した

貸倒実績率にもとづき計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準にもとづき、関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その

査定結果にもとづいて上記の引当を行っております。 
なお、破綻先および実質破綻先に対する債権（担保・保証付債権等を含む）

については、債権額から担保の評価額および保証等による回収が可能と認め

られる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお

り、その金額は１０，１２１百万円であります。 
  

７．   投資損失引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、時価

のない有価証券等の評価について、将来発生する可能性のある損失見込額を

計上しております。 
  

８．   退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基

準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日

企業会計審議会）にもとづき、当期末において発生したと認められる額を計

上しております。 
  

９．   価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定により算出した額を計上して

おります。 

  



１０．   ヘッジ会計の方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（平

成１１年１月２２日企業会計審議会）に従い、貸付金に対するキャッシュフ

ローのヘッジとして繰延ヘッジおよび金利スワップの特例処理、外貨建債券

の一部に係る為替変動リスクのヘッジとして時価ヘッジ、その他の外貨建取

引等については為替の振当処理を行っております。 
なお、従来、外貨建債券の一部については、繰延ヘッジによっておりました

が、当期よりヘッジ対象の為替変動リスクに対するヘッジ効果を財産および

損益の状況により適切に反映することを目的として、時価ヘッジによること

に変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ、その他資

産の貸借対照表計上額が２，４１１百万円、株式等評価差額金が２，３８２

百万円、剰余金が２８百万円、経常利益が４４百万円、税引前当期剰余が 
４４百万円それぞれ減少しております。 
また、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュフ

ロー変動を比較する比率分析によっております。 
  

１１．   消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、

資産に係る控除対象外消費税等のうち、法人税法に規定する繰延消費税等に

ついては、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のもの

については、発生事業年度の費用に計上しております。 
  

１２．   
 

(1) 
 

(2) 

責任準備金は、保険業法第１１６条の規定にもとづく準備金であり、保険料

積立金については次の方式により計算しております。 
標準責任準備金の対象契約については、内閣総理大臣が定める方式（平成８

年大蔵省告示第４８号） 
標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

  
１３．   その他資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利

用可能期間にもとづく定額法により行っております。 

  
１４．   
 

 
 

(1) 
 
 
 

(2) 
 
 

(3) 

保険業法施行規則別紙様式が、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府

令」（平成１５年４月２４日内閣府令第５３号）により改正されたことに伴い、

以下のとおり表示方法を変更しております。 
 
前年度において資本の部は「基金」、「法定準備金」および「剰余金」として

区分掲記しておりましたが、当年度からは「基金」、「基金償却積立金」、「再

評価積立金」および「剰余金」として表示しております。 
 
前年度において区分掲記していた「再評価差額金」は、当年度からは「土地

再評価差額金」として表示しております。 
 
前年度において区分掲記していた「評価差額金」は、当年度からは「株式等

評価差額金」として表示しております。 
  



１５．   
 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 

貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件

緩和債権の額は、６４，９８６百万円であります。なお、それぞれの内訳は

以下のとおりであります。 
 
貸付金のうち、破綻先債権額は１８２百万円、延滞債権額は４３，５７０百

万円であります。上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額 
９，２０９百万円、延滞債権額９１２百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがな

いものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和

４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由ま

たは同項第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債

務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸

付金以外の貸付金であります。 
 
貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は１，４２０百万円であります。 
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌

日を起算日として３カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債

権に該当しない貸付金であります。 
 
貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は１９，８１３百万円であります。 
なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目

的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他

債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および

３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 
  

１６．   不動産および動産の減価償却累計額は２２６，２５５百万円であります。 
  

１７．   特別勘定の資産の額は４８，０２７百万円であります。 
なお、負債の額も同額であります。 

  
１８．   子会社に対する金銭債権の総額は３６百万円、金銭債務の総額は３２７百万

円であります。 
  

１９．   貸借対照表に計上した動産の他、リース契約により使用している重要な動産

として電子計算機があります。 
  



２０．   社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 
前年度末現在高                     １８２，９６７百万円 
前年度剰余金からの繰入額             １７，５４９百万円 
当年度社員配当金支払額               ４６，８１９百万円 
利息による増加等                           ４９６百万円 
その他による減少額                         ５８０百万円 
当年度末現在高                     １５３，６１２百万円 

  
２１．   担保に供されている資産の額は６４，８５９百万円であります。 

  
２２．   保険業法第６０条の規定により基金を１１，０００百万円新たに募集いたし

ました。 
  

２３．   貸付金に係るコミットメントライン契約の融資未実行残高は、１，７５９百

万円であります。 
  

２４．   借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金であります。 
  

２５．   外貨建資産の額は          ４３６，７６０百万円であります。 
（主な外貨額              ２，５９４百万米ドル、 
                              ９３９百万ユーロ、 

７百万英ポンド） 
  

２６．   金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第

５項の規定にもとづき保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金

に対する当年度末における当社の今後の負担見積額は５，４８３百万円であ

ります。 
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

  
２７．   保険業法第２５９条の規定にもとづく保険契約者保護機構に対する当年度末

における当社の今後の負担見積額は、２４，０８０百万円であります。（「保

険業法の一部を改正する法律」（平成１５年法律第３９号）において整備され

た生命保険契約者保護のための資金援助制度の生命保険業界対応分を反映） 
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

  



２８．   
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 
退職給付債務およびその内訳 
イ．退職給付債務                   △１２０，３４４百万円 
ロ．年金資産                           １４，５２８百万円 
ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）   △１０５，８１６百万円 
ニ．会計基準変更時差異の未処理額       ３３，４７２百万円 
ホ．未認識数理計算上の差異             １９，３３２百万円 
ヘ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） 

△  ５３，０１０百万円 
ト．前払年金費用                       １１，６４５百万円 
チ．退職給付引当金                 △  ６４，６５６百万円 
なお、退職一時金・年金制度（適格退職年金制度を除く）において退職給付

信託を設定しており、退職給付引当金は退職給付信託の年金資産額 
２，７５４百万円と相殺表示しております。 
 
退職給付債務等の計算基礎 
イ．退職給付見込額の期間配分方法             期間定額基準 
ロ．割引率                                       ２．５％ 
ハ．期待運用収益率                               ３．６％ 
ニ．会計基準変更時差異の処理年数                   １０年 
ホ．数理計算上の差異の処理年数               翌期より７年 
なお、従業員の平均残存勤務期間の再検討を行った結果、数理計算上の差異

の費用処理年数を９年から７年に短縮しております。 
  

２９．   子会社の株式は４，６１７百万円であります。 

  
３０．(1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 

 

繰延税金資産の総額は２５２，５５７百万円、繰延税金負債の総額は 
３，８６６百万円であります。 
繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、７２，７５４百万円

であります。 
繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、 
税務上の繰越欠損金        １２１，０３３百万円、 
その他有価証券の評価差額    ７６，８７４百万円、 
および退職給付引当金        ２０，６８７百万円であります。 
 
当期における法定実効税率は３６．１％であり、法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間の差異の主要な内訳は、評価性引当額の増

減△１３．７％、住民税均等割および永久に損金に算入されない項目等 
１１．６％であります。 

 
 



（単位：百万円）

金 額

1,937,541               
768,615                 
768,310                 

304                     
282,947                 
173,480                 

15                      
78,090                  
64,193                  
27,184                  
3,995                   

273                     
106,204                 
2,989                   

885,978                 
47                      

45,401                  
3,212                   

835,300                 
2,016                   

1,935,824               
1,506,830               

412,659                 
55,285                  
178,455                 
682,601                 
177,503                 

324                     
496                     
496                     

193,577                 
1,847                   

374                     
106,202                 
61,002                  

309                     
1,195                   

12                      
17                      

6,839                   
7,321                   
8,455                   

167,009                 
67,911                  
44,249                  
9,914                   
11,683                  
1,371                   

691                     
1,717                   
31,824                  

201                     
1                       

15,874                  
15,746                  
24,671                  
4,617                   
2,100                   

199                     
17,753                  
8,870                   

295                     
2,720                   
5,853                   
31,809                  
2,529                   
40,192                  

経 常 収 益
保 険 料 等 収 入

保 険 料

資 産 運 用 収 益
再 保 険 収 入

保 険 金 等 支 払 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

資 産 運 用 費 用

責 任 準 備 金 戻 入 額
そ の 他 の 経 常 収 益

再 保 険 料

社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

事 業 費
そ の 他 経 常 費 用

不 動 産 動 産 等 処 分 益
債 権 売 却 損 失 引 当 金 戻 入 額

税 金
減 価 償 却 費
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額
そ の 他 特 別 利 益

不 動 産 動 産 等 処 分 損
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額
不 動 産 圧 縮 損
そ の 他 特 別 損 失

特 別 利 益

経 常 費 用

特 別 損 失

保 険 金
年 金
給 付 金
解 約 返 戻 金
そ の 他 返 戻 金

利 息 お よ び 配 当 金 等 収 入

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益
有 価 証 券 売 却 益

預 貯 金 利 息
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金
貸 付 金 利 息
不 動 産 賃 貸 料
そ の 他 利 息 配 当 金

そ の 他 運 用 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金
保 険 金 据 置 受 入 金
支 払 備 金 戻 入 額

そ の 他 経 常 収 益

貸 付 金 償 却

支 払 利 息
金 銭 の 信 託 運 用 損
有 価 証 券 売 却 損
有 価 証 券 評 価 損

土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額
当 期 未 処 分 剰 余 金

科 目

経

常

損

益

の

部

特

別

損

益

の

部

税 引 前 当 期 剰 余
法 人 税 お よ び 住 民 税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 剰 余

賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費

平成１４年度
平成14年4月 1日から
平成15年3月31日まで 損益計算書

前 期 繰 越 剰 余 金

そ の 他 運 用 費 用
特 別 勘 定 資 産 運 用 損

保 険 金 据 置 支 払 金

金 融 派 生 商 品 費 用
為 替 差 損
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額



 

注１．   子会社との取引による収益の総額は３９９百万円、費用の総額は６，９５８百万

円であります。 
  

２．(1) 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 

有価証券売却益の内訳は、 
国債等債券                 ２７，９０４百万円、 
株式等                     ２６，９４６百万円、 
外国証券                   ５１，３２１百万円であります。 
 
有価証券売却損の内訳は、 
国債等債券                       １２５百万円、 
株式等                     ９１，４６９百万円、 
外国証券                   １４，６０８百万円であります。 
 
有価証券評価損の内訳は、 
株式等                     ５９，６６２百万円、 
外国証券                     １，３４０百万円であります。 

  
３．   「金融派生商品費用」には、評価益が３，４８６百万円含まれております。 

  
４．   退職給付費用の総額は、１７，２７６百万円であります。 

なお、その内訳は以下のとおりであります。 
イ．勤務費用                             ６，１８２百万円 
ロ．利息費用                             ４，２０４百万円 
ハ．期待運用収益                       △    ７１６百万円 
ニ．会計基準変更時差異の費用処理額       ５，８８１百万円 
ホ．数理計算上の差異の費用処理額         １，７２４百万円 

  
５．   その他特別利益には、「企業会計基準適用指針第１号 退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（平成１４年１月３１日企業会計基準委員会）に基づく退職給

付制度の一部終了益１３，６１２百万円を含んでおります。 
  

６．   その他特別損失には、希望退職制度にもとづく割増退職金１５，７８０百万円を

含んでおります。 




